
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

５２ 痔核等に対する大腸内視鏡検査ファイバースコピーによるものの算定

について 

 

《令和６年２月２９日》 

 

○ 取扱い 

 

次の肛門疾患のみに対するＤ313 大腸内視鏡検査「１」ファイバースコピー

によるものの算定は、原則として認められない。 

⑴ 痔核 

⑵ 痔瘻 

⑶ 裂肛 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

Ｄ313 大腸内視鏡検査「１」ファイバースコピーによるものは、主に大腸を

みる検査であり、痔核、痔瘻及び裂肛に対する当該検査の算定は、原則として

認められないと判断した。 
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